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〔別紙４〕 

 

令和５年度法務省委託人権啓発動画「『誰か』のこと じゃな

い。」を使用した広報に関する留意事項 

 

１ ＹｏｕＴｕｂｅ（インストリーム広告） 

（１）「ＹｏｕＴｕｂｅ ＴｒｕｅＶｉｅｗ」による動画広報とする。 

（２）動画視聴完了数は下記の回数以上を満たすものとする。なお、各映像

（全９種）、同数程度の視聴完了数であることが望ましい。 

    ６万回 

 

２ 映像 

下記ウェブページに掲載されている動画（全９種）を使用すること。 

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00233.html 

 

３ 広報時期 

  以下を想定。 

令和５年１１月２７日（月）～１２月１０日（日） 

※ 令和５年１２月４日（月）～１０日（日）の人権週間を中心に展開す

ること。 

 


